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入  札  説  明  書 

 

 

 令和６年９月１３日に公告した下記業務に係る制限付一般競争入札については、関係

法令に定めるもののほか、本書によるものとする。 

 

１ 業務名 

 令和６年度いなんせ斎苑屋上防水工事 

 

２ 履行期間 

契約を締結した日の翌日から令和６年１２月２７日まで 

 

３ 工事の概要 

  本業務は、いなんせ斎苑屋上防水工事を実施するものとする。 

 

４ 入札参加資格要件 

  入札公告日から開札日までの間、次に定める資格を全て満たすこと。 

(１) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 那覇市建設工事指名業者選定委員会要綱第１４条及び浦添市建設工事に係る指名  

  停止等の措置に関する規程に規定する指名停止の措置を受けていない者であること。 

(３) 開札日において建具の有効な経営規模等評価結果通知書（経営事項審査）を受け

ている者であること。 

(４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始

の申立て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再

生手続開始の申立てをしていない者であること。 

(５) 経営状況が著しく不健全であると理事会理事長が認める者に該当しない者である

こと。（公告の３ヶ月前から落札決定日までの間に不渡り等を生じていないものであ

ること。（4）に該当する者を除く。） 

 (６) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者等及びこれに準じる

者として公共工事からの排除の要請があり、当該状態が継続しているなど、請負者と

して不適当であると理事会理事長が認める者に該当しない者であること(下請業者も

同様とする)。 

(７)  那覇市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規定第６条又は浦添市請負工

事及び業務委託の競争入札参加資格審査登録及び競争入札業者選定に関する規程（以

下「浦添市規定」という。）第６条に規定する資格者名簿に建具工事業者として登録

されている者であること。 
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(８)  開札日を基準とし過去１年間に、那覇市工事成績評定要領第８条に規定する工事

成績評定通知及び浦添市規定第７条に規定する審査結果通知で、建具工事の評定点が

６０点未満でない者であること。 

※上記期間中に工事成績評定を受けていない者は、（７）の入札参加資格を満たして

いるものとする。 

(９) 次の要件を全て満たすこと。 

①現場代理人は、作業時において現場に常時配置できること。 

②主任技術者は、２級建築施工管理技士以上の資格を有するものを開札日において配

置できること。 

③現場代理人及び主任技術者（監理技術者）は、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関

係があること。恒常的な雇用関係とは、開札日以前に３か月以上の継続した雇用関

係にあることをいう。 

(１０) 開札日において建具工事業の有効な建設業許可を受けている者であること。 

(１１) 沖縄県内に本店又は支店、営業所を有していること。 

 

５ 一般競争入札参加資格審査申請書の提出 

 本競争の参加希望者は、一般競争入札参加資格審査申請書（以下、「資格審査申請

書」という。）を持参により提出しなければならない。 

  なお、提出期間に資格審査申請書を提出しない者は、本競争入札に参加することは

できない。 

  (１) 提出期間：令和６年９月１８日（水）９時～令和６年９月３０日（月）１７時 

  (２) 提出方法：いなんせ斎苑まで持参すること。 

 

６ 入札方法等 

 (１) 入札保証金 

    那覇市契約規則第８条により免除する。  

 (２) 入札 

  ① 入札参加者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印するものとする。また、

金額の記入は算用数字を使用し、金額の前に「￥」又は「金」を記入し提出する

こと。 

   なお、押印は印鑑登録届出印を使用すること。 

  ② 入札書は持参により提出すること。 

  ③ 入札は代理人により行わせることができる。この場合は、委任状を持参し、当

該入札の執行前に提出すること。 

  ④ 入札回数は３回とする。 
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  ⑤ 落札決定にあたっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の１００分の

１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 (３) 注意事項 

  ① 入札者は、自己の印鑑を持参すること。   

  ② 入札書は、封書にして提出すること。 

  ③ 代理人が入札を行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することが

できない。なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 

  ④ 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札が公正に執行

できないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札を延期

し、若しくは、取りやめることがある。 

 (４) 入札の無効 

  次の入札は、無効とする。 

  ① 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札 

  ② 資格審査申請書又は資格審査書類に虚偽の記載をした者のした入札 

  ③ ２人以上の者から委任を受けた者が行った入札 

  ④ 入札書の記載金額を訂正した入札 

  ⑤ 入札書の金額や、「￥」又は「金」の記載がない入札 

  ⑥ 誤字脱字等により意思表示が不明瞭な入札 

  ⑦ 封筒に２通以上の入札書が入っている入札 

  ⑧ 虚偽の記載がされた入札 

  ⑨ 連合その他不正がされた入札  

 

７ 落札者の決定方法等 

(１) 落札者 

①  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者（以下「落

札候補者」という。）を落札者とし、順次順位を付する。 

②  落札者は入札終了後、発注者と今後の日程確認等調整を行う。 

(２) 落札候補者 

落札候補者は、落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるとき

は、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、順位を決定するものとする。この場合

において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があると

きは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 
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 (３) 入札参加資格審査 

   ① 事前（入札前）に入札参加資格要件を満たしているか否かの審査を行い、審

査の結果、当該要件を満たしていない場合は、入札参加不適格者となり入札へ

の参加を認めない。 

   ② 入札参加資格の審査の結果、入札参加資格がないと認められた場合は、入札

参加資格不適格通知書を通知するものとする。 

 (４) 入札参加資格不適格者に対する説明 

   ① 入札参加資格不適格通知書を受理した者で不服がある者は、次により説明を

求めることができる。 

    ア 申立期限：入札参加資格不適格通知書が到達した日の翌日から起算して１

０日以内（休日を除く。）とする。 

    イ 申立方法：説明申立書（様式自由）を南部広域市町村圏事務組合（以下

「組合」という。）いなんせ斎苑まで持参すること。 

② 回答については、説明申立書を受理した日の翌日から起算して１０日以内 

    （休日を除く。）に、説明を求めた者に対し書面をもって行なう。 

   ③ ①、②の説明申立ては落札者の決定を妨げることができないものとする。 

 

８ その他 

 (１) 入札及び契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通

貨に限る。 

 (２) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）及び組合契約規則（ 平成１１年規則第１号。）第２

条において準用する那覇市契約規則（平成２６年那覇市規則第５９号）を遵守す

ること。 

 (３) 台風等により路線バスの運行が停止となった場合、開札の２時間前までにバスの

運行が開始されなければ、開札等は延期となる。なお、延期後の日時は「南部広

域市町村圏事務組合」ホームページに掲載する。 

 (４) 資格審査申請書及び資格審査書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担

とする。 

 (５) 提出された資格審査申請書及び資格審査書類は、入札参加資格の審査以外に提

出者に無断で使用しない。 

 (６) 提出された資格審査申請書及び資格審査書類は返却しない。 

 (７) 提出期限以降における資格審査申請書及び資格審査書類の差し替え及び再提出

は認めない。 
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 (８) 資格審査申請書及び資格審査書類の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏

れや添付漏れ等があった場合は、入札参加資格無しとなり、落札者となることは

できない。 

 

 

当該入札及び契約に関する問い合わせ先  

 

南部広域市町村圏事務組合 いなんせ斎苑 

           郵便番号：９０１－２１２８ 

          住  所：浦添市伊奈武瀬１丁目７番５号 

           電  話：０９８－８６９－１９８８ 

         Ｆ Ａ Ｘ：０９８－８６９－１６１５ 

担 当 者：前 川 ・ 新 川 


